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新旧対照表 

○国定公園事業執行認可等の取扱要綱 

 

新 旧 

国定公園事業執行認可等の取扱要綱 国定公園事業執行認可等の取扱要綱の制定について 

  

 国定公園事業執行認可等の取扱要綱 

制定 平成１２年 ３月３０日 自第６５５号 制定 平成１２年 ３月３０日 自第６５５号 

（関係土木事務所長）千葉県環境部長通知 （関係土木事務所長）千葉県環境部長通知 

  

改正 平成１２年 ７月１７日 自第 ２４８号 改正 平成１２年 ７月１７日 自第 ２４８号 

平成１３年 １月 ５日 自第 ５３４号 平成１３年 １月 ５日 自第 ５３４号 

平成１５年 ３月３１日 自第 ７１４号 平成１５年 ３月３１日 自第 ７１４号 

平成２３年 ３月２８日 自第２５０１号 平成２３年 ３月２８日 自第２５０１号 

平成２４年 ３月２１日 自第２０５４号 平成２４年 ３月２１日 自第２０５４号 

平成３１年 ３月２９日 自第２０８５号 平成３１年 ３月２９日 自第２０８５号 

令和 ７年  月  日 自第    号  

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、自然公園法（昭和32年法律第161号。以下「法」という。）

第16条の規定による国定公園に関する公園事業（以下「国定公園事業」とい

う。）の執行に関しては、法、自然公園法施行令（昭和32年政令第298号。以

下「令」という。）及び自然公園法施行規則（昭和32年厚生省令第41号。以

下「規則」という。）の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。 

第１条 この要綱は、自然公園法（昭和32年法律第161号。以下「法」という。）

第16条の規定による国定公園に関する公園事業の執行に関しては、法、自然

公園法施行令（昭和32年政令第298号。以下「令」という。）及び自然公園法

施行規則（昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。）の規定による

ほか、この要綱の定めるところによる。 

  

（国定公園事業に関する申請内容等に対する指導） （国定公園事業に関する申請内容等に対する指導） 

第２条 国定公園事業の執行に関し相談を受けたときは、国定公園事業の執行

の内容及び協議書・申請書（以下「申請書等」という。）又は届出書の内容

が、法、令、規則及び本要綱に照らし適切なものとなるよう知事が指導する

ものとする。 

第２条 国定公園事業の執行に関し相談を受けたときは、国定公園事業の執行

の内容及び協議書・申請書（以下「申請書等」という。）又は届出書の内容

が、法、令、規則及び本要綱に照らし適切なものとなるよう知事が指導する

ものとする。 

なお、指導においては、行政手続法（平成５年法律第88号）第32条から第

36条までの規定に留意する。 

なお、指導においては、行政手続法（平成５年法律第88号）第32条から第

36条までの規定に留意する。 
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（国定公園事業に関する申請書等の審査等） （国定公園事業に関する申請書等の審査等） 

第３条 土木事務所の長は、申請者若しくは協議者（以下「申請者等」という。）

又は届出者から国定公園事業の執行に関する申請書等又は届出書が提出され

たときは、当該申請書等又は届出書について不備又は不足がないことを確認

し、不備又は不足がある場合には相当の期間を定め、申請者等又は届出者に

補正を求めることとする。 

第３条 土木事務所の長は、申請者若しくは協議者（以下「申請者等」という。）

又は届出者から国定公園事業の執行に関する申請書等又は届出書が提出され

たときは、当該申請書等又は届出書について不備又は不足がないことを確認

し、不備又は不足がある場合には相当の期間を定め、申請者等又は届出者に

補正を求めることとする。 

なお、相当の期間を経過しても申請書等の不備又は不足が補正されないと

きは、速やかに行政手続法第７条の規定により、申請によって求められた認

可、承認（以下「認可等」という。）を拒否する処分又は協議への異議を行

うものとする。 

なお、相当の期間を経過しても申請書等の不備又は不足が補正されないと

きは、速やかに行政手続法第７条の規定により、申請によって求められた認

可、承認（以下「認可等」という。）を拒否する処分又は協議への異議を行

うものとする。 

２ 知事は、申請書等が提出された日（申請書等の不備又は不足について補正

を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日）から起算して第35条、第

36条により、本要綱に定める審査事項について審査し、処理又は処分するも

のとする。 

２ 知事は、申請書等が提出された日（申請書等の不備又は不足について補正

を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日）から起算して第33条、第

34条により、本要綱に定める審査事項について審査し、処理又は処分するも

のとする。 

３ 第９条、第16条、第22条、第24条及び第26条の審査基準は、行政手続法第

５条第１項に規定する審査基準及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第250

条の２第１項に規定する許認可等の基準として取り扱うこととし、行政手続

法第５条第３項及び地方自治法第250条の２第１項の規定により、自然保護

課、土木事務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとす

る。 

３ 第９条、第16条、第22条及び第24条の審査基準は、行政手続法第５条第１

項に規定する審査基準及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第250条の２第

１項に規定する許認可等の基準として取り扱うこととし、行政手続法第５条

第３項及び地方自治法第250条の２第１項の規定により、自然保護課、土木事

務所において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。 

  

（拒否の処分又は協議の内容への異議に当たっての理由の提示） （拒否の処分又は協議の内容への異議に当たっての理由の提示） 

第４条 国及び地方公共団体以外の者が行う認可等の申請を拒否する処分を行

う場合には、行政手続法第８条の規定により、処分の内容を通知する書面（以

下「指令書」という。）にその理由を記載するものとする。 

第４条 国及び地方公共団体以外の者が行う認可等の申請を拒否する処分を行

う場合には、行政手続法第８条の規定により、処分の内容を通知する書面（以

下「指令書」という。）にその理由を記載するものとする。 

２ 国及び地方公共団体が行う協議の内容への異議がある場合には、行政手続

法第８条の規定に準じ、回答を通知する書面（以下「回答書」という。）に

その理由を記載するものとする。 

２ 国及び地方公共団体が行う協議の内容への異議がある場合には、行政手続

法第８条の規定に準じ、回答を通知する書面（以下「回答書」という。）に

その理由を記載するものとする。 

  

（執行の協議書又は認可申請書の様式） （執行の協議書又は認可申請書の様式） 

第５条 法第16条第４項で準用する法第10条第４項の申請書等は、様式第１に

よるものとする。 

第５条 法第16条第４項で準用する法第10条第４項の申請書等は、様式第１に

よるものとする。 

また、国定公園事業に係る申請等に関する事務処理のうち、特殊な事例に  
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ついては別添１によること。 

  

（執行の協議書又は認可申請書の記載事項） （執行の協議書又は認可申請書の記載事項） 

第６条 前条の申請書等の記載事項のうち「公園施設の規模」及び「公園施設

の構造」については別添２に定める記載事項によるものとし、「公園施設の

管理又は経営の方法」については次の各号に掲げる事項を記載するものとす

る。ただし、運輸施設にあっては、第２号、第４号及び第６号から第８号ま

でに掲げる事項を記載することを要しない。 

第６条 前条の申請書等の記載事項のうち「公園施設の規模」及び「公園施設

の構造」については別添１に定める記載事項によるものとし、「公園施設の

管理又は経営の方法」については次の事項を記載するものとする。ただし、

運輸施設にあっては、(２)、(４)及び(６)を記載することを要しない。 

（１）直営又は委託の別 （１）直営又は委託の別 

（２）委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

（２）委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

（３）通年供用又は季節供用の別 （３）通年供用又は季節供用の別 

（４）季節供用の場合にあっては、供用期間 （４）季節供用の場合にあっては、供用期間 

（５）料金徴収の有無 （５）料金徴収の有無 

（６）料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額 （６）料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額 

（７）分譲型ホテル等の該当の有無 （新設） 

（８）分譲型ホテル等にあっては、その種類及び仕組みの概要 （新設） 

  

（執行の協議書又は認可申請書の添付書類） （執行の協議書又は認可申請書の添付書類） 

第７条 規則第９条で準用する規則第２条第３項第７号に規定する書類は、次

の各号に掲げる書類とする。ただし、執行協議にあっては、これを要しない。 

第７条 規則第９条で準用する規則第２条第３項第７号の「その他公園施設を

適切に管理又は経営することができることを証する書類」は、以下に掲げる

書類とする。ただし、執行協議については、これを要しない。 

（１）別添３に掲げる書類 （１）法人にあっては、申請の日の属する事業年度前三年の各事業年度におけ

る貸借対照表及び損益計算書（設立後三年を経過していない法人にあって

は、設立後の各事業年度に係るもの） 

（２）申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書 （２）申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支

予算書 

（３）申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書（総額及

び内訳を記載したもの） 

（新設） 

２ 規則第９条で準用する規則第２条第３項第９号に規定する書類は、次の各

号に掲げる書類とする。 

（新設） 

（１）特定の者が優先的に宿泊する仕組みを明らかにした書類、一般の利用者

の宿泊の機会を確保する仕組みを明らかにした書類及び年間延べ宿泊可能
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客室数のうち一般の利用者の宿泊の機会が確保される年間延べ宿泊可能客

室数が占める割合を明らかにした書類（季節により利用者の数の差異が大

きい地域にあっては、季節ごとの差異を明かにした書類、分譲販売又は会

員販売等の対象となる客室を明らかにした縮尺千分の一程度の各階平面図

等の書類を含む。） 

（２）公園施設が所在する地域の再活性化若しくは上質化に向けた取組内容を

明らかにした書類又は改築、増築若しくは建替えを行う廃屋若しくは老朽

化施設の敷地内の配置を明らかにした縮尺千分の一程度の配置図、天然色

写真及び登記事項証明書 

 

３ 規則第９条で準用する規則第２条第３項第10号に規定する書類には、工事

の施行によって発生する廃材又は残土の処理の方法を説明した書類を含むも

のとする。 

２ 規則第９条で準用する規則第２条第３項第９号の「その他当該工事に付随

する工事の内容を明らかにした書類」には、工事の施行によって発生する廃

材又は残土の処理の方法を説明した書類を含むものとする。 

４ 規則第９条で準用する規則第２条第３項第12号に規定する書類には、宿舎

に関する国定公園事業であって、当該施設の所有権を客室単位等で販売する

ものにあっては、公園施設の耐用年数に応じた借地借家法（平成３年法律第

90号）に基づく定期借地権が設定されること又は公園施設の大規模修繕や建

替えが円滑に実施されることが見込まれる措置が講じられることが明示され

た建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）に基づく区分所有

者等と法第16条第４項で準用する法第10条第２項の協議をした者又は同条第

３項の認可を受けた者（以下「国定公園事業者」という。）の契約内容を明

らかにした書類を含めるものとする。 

（新設） 

  

（執行の協議書又は認可申請書の審査事項） （執行の協議書又は認可申請書の審査事項） 

第８条 第５条の申請書等については、次の各号に掲げる事項について審査す

るものとする。ただし、執行協議にあっては、第３号、第５号及び第６号に

掲げる事項の審査を要しない。 

第８条 第５条の申請書等については、次に掲げる事項について審査するもの

とする。ただし、執行協議については、（３）、（５）及び（６）の審査を

要しない。 

（１）法第７条第２項の規定による国定公園に関する公園計画（以下「国定公

園計画」という。）、法第９条第２項の規定による国定公園事業の決定、

及び別添４との整合性 

（１）法第７条第２項の規定による国定公園に関する公園計画（以下「国定公

園計画」という。）、法第９条第２項の規定による国定公園事業の決定、

及び当該事業に含めることができる付帯施設（別表２）との整合性 

（２）公園施設の位置、規模及び構造の適切性 （２）公園施設の位置、規模及び構造の適切性 

（３）公園施設の管理又は経営の方法の適切性 （３）公園施設の管理又は経営の方法の適切性 

（４）国定公園事業の執行が、風致、景観又は風景に及ぼす支障の有無 （４）国定公園事業の執行が、風致、景観又は風景に及ぼす支障の有無 

（５）国定公園事業が適正に管理又は運営されるために必要な申請者の資産、 （５）国定公園事業が適正に管理又は運営されるために必要な申請者の資産、
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経理的基礎及び能力の有無 経理的基礎及び能力の有無 

（６）国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否 （６）国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否 

（７）その他次条の審査基準への適合の判断に必要な事項 （７）その他第９条の審査基準への適合の判断に必要な事項 

  

（執行の協議又は認可の審査基準） （執行の協議又は認可の審査基準） 

第９条 法第16条第２項の規定による協議又は同条第３項の規定による認可

は、協議又は申請（以下「申請等」という。）の内容が次の各号に掲げる要

件に適合するものに対して行うものとする。ただし、協議にあっては、第４

号、第５号及び第８号に掲げる要件についての審査を要しない。 

第９条 法第16条第２項の規定による協議又は同条第３項の規定による認可

は、協議又は申請（以下「申請等」という。）の内容が次に掲げる要件に適

合するものに対して行うものとする。ただし、協議については、（４）、（５）

及び（８）の要件を要しない。 

（１）国定公園計画及び国定公園事業の決定事項に適合すること。 （１）国定公園計画及び国定公園事業の決定事項に適合すること。 

（２）国定公園事業を執行するに当たって当該公園事業に含め得る付帯施設（令

第１条各号に掲げる施設であって、当該公園事業施設に付帯し、かつ機能

的に密接な関係にある他の施設をいう。以下「付帯施設」という。）があ

る場合には、当該付帯施設が別添４に適合するものであること。 

（２）付帯施設がある場合には、当該付帯施設が「当該事業に含めることがで

きる付帯施設（別表２）」に適合するものであること。 

（３）公園施設の位置、規模及び構造が、執行内容に対して適正であり、利用

施設にあっては安全性及び利用上の快適性が確保されていること。 

（３）公園施設の位置、規模及び構造が、執行内容に対して適正であり、安全

性及び利用上の快適性が確保されていること。 

（４）公園施設の管理又は経営の方法が適切であること。 （４）公園施設の管理又は経営の方法が適切であること。 

（５）申請者が、公園施設を適正に管理又は運営するために必要な資産、経理

的基礎及び能力を有していること。 

（５）申請者が、公園施設を適正に管理又は運営するために必要な資産、経理

的基礎及び能力を有していること。 

（６）利用施設事業については、特定の者が優先的に使用するものでないこと。

ただし、分譲型ホテル等であって、次に掲げる事項のいずれにも適合する

ものについては、この限りでない。 

（６）利用施設事業については、特定の団体又はその構成員等の使用を目的と

するものでないこと。 

ア 次に掲げる事項のいずれにも適合すること。  

（ア）特定の者が独占的に利用する客室を設けないこと。  

（イ）公園施設の年間延べ宿泊可能客室数のうち、７割以上について、一

般の利用者の宿泊の機会が確保されていること。 

 

（ウ）季節性の強いエリアにおいては、ハイシーズンも、一定数の客室に

おいて、一般の利用者の宿泊の機会が確保されていること。 

 

イ 次に掲げる事項のいずれかに適合すること。  

（ア）廃業施設や休業施設が目立つエリアの再活性化や上質化に資すると

判断されるもの。 

 

（イ）風致景観の保護上支障を来している廃屋や老朽化施設の改築、増築

又は建替えにより実施されるもの。 
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（７）国定公園事業の執行が国定公園の保護又は利用に支障を及ぼすものでな

いこと。 

（７）国定公園事業の執行が国定公園の保護又は利用に支障を及ぼすものでな

いこと。 

（８）国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国定公園事業

の用に供するための権原を有していること。 

（８）国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国定公園事業

の用に供するための権原を有していること。 

（９）国定公園事業の執行が、他の法令の規定により許可その他の処分を要す

るものであるときは、その許可等を得られる見込みがあること。 

（９）国定公園事業の執行が、他の法令の規定により許可その他の処分を要す

るものであるときは、その許可等を得られる見込みがあること。 

（10）申請等の事項について客観的な挙証資料が示されていること。 （10）申請等の事項について客観的な挙証資料が示されていること。 

（11）その他必要な事項が示されていること。 （11）その他必要な事項が示されていること。 

２ 前項第５号に定める事項の具体的な審査基準については別添３によるもの

とする。 

（新設） 

  

（認可の条件） （認可の条件） 

第10条 法第16条第４項で準用する法第10条第10項の規定による条件は、申請

者がこれに違反した場合に、法第16条第４項で準用する法第14条第３項第２

号の規定による認可の取消し又は法第83条第２号に定められた罰則が適用さ

れ得ることから、具体的かつ分かりやすい表現を用い、原則として別表に掲

げる例文によるものとする。ただし、自然環境保全の観点並びに安全性又は

快適性の確保等利用の観点から施設の管理等に関して付す条件については、

別表に掲げる例文にかかわらず、必要に応じて適切なものを付すことができ

るものとする。 

第10条 法第16条第４項で準用する法第10条第10項の規定による条件は、申請

者がこれに違反した場合に、法第16条第４項で準用する法第14条第３項第２

号の規定による認可の取消し又は法第83条第２号に定められた罰則が適用さ

れ得ることから、具体的かつ分かりやすい表現を用い、原則として（別表１）

に掲げる例文によるものとする。ただし、安全性又は快適性の確保等利用の

観点から施設の管理等に関して付す条件については、（別表１）に掲げる例

文にかかわらず、必要に応じて適切なものを付すことができるものとする。 

２ 法第16条第２項の規定による協議に際しては、別表に掲げる例文によって

留意事項を付すことができるものとする。ただし、国定公園事業の執行にお

いて必要不可欠な事項については、留意事項の付加によらず、協議内容の変

更を求めることとし、当該変更が行われない場合にあっては、当該協議の内

容への異議がある旨の回答をするものとする。 

２ 法第16条第２項の規定による協議に際しては、（別表１）に掲げる例文に

よって留意事項を付すことができるものとする。ただし、国定公園事業の執

行において必要不可欠な事項については、留意事項の付加によらず、協議内

容の変更を求めることとし、当該変更が行われない場合にあっては、当該協

議の内容への異議がある旨の回答をするものとする。 

３ 公園施設の利用者数を報告する旨の条件が付された場合における当該報告

の様式は、様式第４によるものとする。 

３ 公園施設の利用者数を報告する旨の条件が付された場合における当該報告

の様式は、様式第４によるものとする。 

  

（改善命令） （改善命令） 

第11条 法第16条第４項で準用する法第11条の規定による国定公園事業に係る

施設の改善その他の当該国定公園事業の執行に関する改善命令は、国定公園

事業の適正な執行の確保の観点から、国定公園事業の執行内容が不適当と認

められるときに行うものとする。 

第11条 法第16条第４項で準用する法第11条の規定による国定公園事業に係る

施設の改善その他の当該国定公園事業の執行に関する改善命令は、国定公園

事業の適正な執行の確保の観点から、国定公園事業の執行内容が不適当と認

められるときに行うものとする。 
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２ 公園施設の改善等を命ずる場合には、行政手続法第29条から第31条までの

規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、行政手続

法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。 

２ 公園施設の改善等を命ずる場合には、行政手続法第29条から第31条までの

規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、行政手続

法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。 

  

（改善命令に関する報告） （改善命令に関する報告） 

第12条 土木事務所の長は、国定公園事業の執行内容が前条第１項に該当し、

改善を要すると認めるときは、その旨の意見を付して、その状況を様式第５

により環境生活部長に報告するものとする。 

第12条 土木事務所の長は、国定公園事業の執行内容が第11条第１項に該当し、

改善を要すると認めるときは、その旨の意見を付して、その状況を様式第５

により環境生活部長に報告するものとする。 

  

（内容の変更協議書又は認可申請書の様式） （内容の変更協議書又は認可申請書の様式） 

第13条 規則第９条で準用する規則第４条第１項の申請書等は、様式第２によ

るものとする。 

第13条 規則第９条で準用する規則第４条第１項の申請書等は、様式第２によ

るものとする。 

  

（内容の変更協議、認可又は届出を要しない事項） （内容の変更協議又は認可を要しない事項） 

第14条 国定公園事業内容の変更のうち、次の各号に掲げる行為については、

国定公園事業の内容の変更には該当せず、法第16条第４項で準用する法第10

条第６項の変更の協議、認可又は法第16条第４項で準用する法第10条第９項

の届出を要しない。 

第14条 国定公園事業内容の変更のうち、次に掲げる行為については、協議又

は認可を受けることを要しない。 

（１）建築物の内部の構造の変更であって、軽易と認められるもの（宿舎又は

野営場に関する国定公園事業であって、最大宿泊者数に変更が生じるもの

を除く。） 

（１）建築物の内部の構造の変更であって、軽易なもの。 

（２）国定公園の区域のうち、特別保護地区又は海域公園地区に含まれない区

域内にあっては、規則第12条各号に掲げる行為に該当するもの。 

（２）国定公園の区域のうち、特別保護地区又は海域公園地区に含まれない区

域内にあっては、規則第12条各号に掲げる行為に該当するもの。 

（３）特別保護地区内にあっては、規則第13条各号に掲げる行為に該当するも

の。 

（３）特別保護地区内にあっては、規則第13条各号に掲げる行為に該当するも

の。 

（４）海域公園地区内にあっては、規則第13条の３各号に掲げる行為に該当す

るもの。 

（４）海域公園地区内にあっては、規則第13条の３各号に掲げる行為に該当す

るもの。 

  

（内容の変更協議書又は認可申請書の審査事項） （内容の変更協議書又は認可申請書の審査事項） 

第15条 第13条の申請書等については、第８条各号に掲げる事項について審査

するものとする。 

第15条 第13条の申請書等については、第８条各号に掲げる事項について審査

するものとする。 

  

（内容の変更協議又は認可の基準） （内容の変更協議又は認可の基準） 
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第16条 法第16条第４項で準用する法第10条第６項による協議又は認可は、第

９条第１項に掲げる基準に適合するものに対して行うものとする。 

第16条 法第16条第４項で準用する法第10条第６項による協議又は認可は、第

９条第１項に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。 

  

（変更協議又は認可を要しない軽微な変更の届出書の様式） （変更協議又は認可を要しない軽微な変更の届出書の様式） 

第17条 規則第９条で準用する規則第５条の届出書は、様式第３によるものと

する。 

第17条 規則第９条で準用する規則第５条の届出書は、様式第３によるものと

する。 

  

（休廃止の届出書の様式） （休廃止の届出書の様式） 

第18条 規則第９条で準用する規則第７条の届出書は、様式第９によるものと

する。 

第18条 規則第９条で準用する規則第７条の届出書は、様式第８によるものと

する。 

  

（廃止に際する原状回復等の必要性の確認） （廃止に際する原状回復等の必要性の確認） 

第19条 土木事務所の長は、国及び地方公共団体以外の者から前条の届出があ

った場合には、第28条第１項各号への適合を調査し、法第16条第４項で準用

する法第15条第１項の規定による原状回復又はこれに代わるべき必要な措置

（以下「原状回復等」という。）の必要性について確認するものとする。こ

の場合において、原状回復等を命じる必要があると認めるときは、その旨を

様式第10により、環境生活部長に報告するものとする。 

第19条 土木事務所の長は、国及び地方公共団体以外の者から第18条の届出が

あった場合には、第28条第１項各号への適合を調査し、法第16条第４項で準

用する法第15条第１項の規定による原状回復又はこれに代わるべき必要な措

置（以下「原状回復等」という。）の必要性について確認するものとする。

この場合において、原状回復等を命じる必要があると認めるときは、その旨

を様式第９により、環境生活部長に報告するものとする。 

  

（承継の協議書又は承認申請書の様式） （承継の協議書又は承認申請書の様式） 

第20条 規則第９条で準用する規則第６条第１項の申請書は、様式第６による

ものとする。 

第20条 規則第９条で準用する規則第６条第１項の申請書等は、様式第６によ

るものとする。 

２ 規則第９条で準用する規則第６条第３項の申請書等は、様式第７によるも

のとする。 

２ 規則第９条で準用する規則第６条第３項の申請書等は、様式第７によるも

のとする。 

３ 規則第９条で準用する規則第６条第５項の申請書は、様式第８によるもの

とする。 

（新設） 

  

（譲渡による承継の承認申請書の審査事項）  

第21条 前条第１項の申請書については、次の各号に掲げる事項を審査するも

のとする。 

（新設） 

（１）承継の必要性  

（２）承継により生じる国定公園の保護又は利用上の支障の有無  

（３）国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否  
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（４）その他次条の審査基準への適合の判断に必要な事項  

  

（譲渡による承継の承認の審査基準）  

第22条 法第16条第４項で準用する法第12条第１項の規定に基づく承認は、申

請の内容が次の各号に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。 

（新設） 

（１）利用施設事業については、第９条第６号に掲げる基準に適合すること。  

（２）譲渡承継後に安全性及び利用上の快適性を確保するため適切に管理又は

経営がなされるものであること。 

 

（３）前号のほか、譲渡承継後の公園施設の管理又は経営の方法が適切である

こと。 

 

（４）譲受人が、公園施設を適正に管理又は運営するために必要な資産、経理

的基礎及び能力を有していること。 

 

（５）譲受人が、国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国

定公園事業の用に供するための権原を有していること（譲受人が当該財産

の所有権等を有していない場合であっても、当該財産の所有権等の移転に

係る契約書において、承継の承認を条件として当該財産の所有権等が移転

することとなっている等、承認時より当該財産の所有権等の移転がされる

ことが明らかとなっている場合には、当該事業の執行に必要な土地、その

他家屋等の物件を使用する権限を有していることとして取り扱うことがで

きるものとする。）。 

 

（６）他の法令の規定により許可その他の処分を要するものであるときは、譲

受人が、その許可等を得られる見込みがあること。 

 

（７）申請の事項について客観的な挙証資料が示されていること。  

２ 前項第４号に定める事項の具体的な審査基準については別添４とするもの

とする 

 

  

（合併又は分割による承継の協議書又は承認申請書の審査事項） （合併又は分割による承継の協議書又は承認申請書の審査事項） 

第23条 第20条第２項の申請書等については、次の各号に掲げる事項を審査す

るものとする。ただし、承継協議にあっては、第３号に掲げる事項の審査を

要しない。 

第21条 第20条の申請書等については、次に掲げる事項を審査するものとする。

ただし、承継協議については、（２）、（３）及び（５）の審査を要しない。 

（１）承継の範囲及びその方法 （１）承継の範囲及びその方法 

（削る。） （２）公園施設の管理又は経営の方法の適切性 

（削る。） （３）国定公園事業が適正に管理又は運営されるために必要な申請者の資産、



10/16  

新 旧 

経理的基礎及び能力の有無 

（２）承継により生じる国定公園の保護又は利用上の支障の有無 （４）承継により生じる国定公園の保護又は利用上の支障の有無 

（３）国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否 （５）国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否 

（４）その他次条の審査基準への適合の判断に必要な事項 （６）その他第22条の審査基準への適合の判断に必要な事項 

  

（合併又は分割による承継の協議又は承認の審査基準） （合併又は分割による承継の協議又は承認の審査基準） 

第24条 法第16条第４項で準用する法第12条第２項の規定による協議又は承認

は、申請等の内容が次の各号に掲げる要件に適合するものに対して行うもの

とする。ただし、承継協議にあっては、第２号及び第３号に掲げる要件につ

いての審査を要しない。 

第22条 法第16条第４項で準用する法第12条第１項の規定による協議又は承認

は、申請等の内容が次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。

ただし、承継協議については、（２）、（３）及び（６）の要件を要しない。 

（１）国定公園事業者である法人の合併又は分割により、申請者等に国定公園

事業の全部が承継されていること。 

（１）国定公園事業者である法人の合併又は分割により、申請者等に国定公園

事業の全部が承継されていること。 

（削る。） （２）公園施設の管理又は経営の方法が適切であること。 

（２）申請者等が、当該申請等に係る国定公園事業を適正に執行するために必

要な能力を有していること。 

（３）申請者が、公園施設を適正に管理又は運営するために必要な資産、経理

的基礎及び能力を有していること。 

（削る。） （４）利用施設事業については、特定の団体又はその構成員等の使用を目的と

するものでないこと。 

（削る。） （５）国定公園事業の執行が国定公園の保護又は利用に支障を及ぼすものでな

いこと。 

（３）申請者等が、国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を

国定公園事業の用に供するための権原を有していること。 

（６）申請者が、国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国

定公園事業の用に供するための権原を有していること。 

（４）申請等の事項について客観的な挙証資料が示されていること。 （７）申請等の事項について客観的な挙証資料が示されていること。 

（５）その他必要な事項が示されていること。 （８）その他必要な事項が示されていること。 

  

（相続による承継承認申請書の審査事項） （相続による承継承認申請書の審査事項） 

第25条 第20条第３項の申請書については、次の各号に掲げる事項を審査する

ものとする。 

第23条 第20条第２項の申請書については、次に掲げる事項を審査するものと

する。 

（１）承継の範囲及びその方法 （１）承継の範囲及びその方法 

（２）国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否 （２）国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否 

（３）その他次条の審査基準への適合の判断に必要な事項 （３）その他第24条の審査基準への適合の判断に必要な事項 

  

（相続による承継承認の審査基準） （相続による承継承認の審査基準） 

第26条 法第16条第４項で準用する法第12条第３項の規定による承認は、申請 第24条 法第16条第４項で準用する法第12条第２項の規定による承認は、申請
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の内容が次の各号に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。 の内容が次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。 

（１）国定公園事業者である被相続人の死亡により、申請者に国定公園事業の

全部が承継されていること。 

（１）国定公園事業者である被相続人の死亡により、申請者に国定公園事業の

全部が承継されていること。 

（２）相続人が二人以上ある場合にあっては、申請に係る国定公園事業者の地

位を申請者が承継することについて、その全員が同意していること。 

（２）相続人が二人以上ある場合にあっては、申請にかかる国定公園事業者の

地位を申請者が承継することについて、その全員が同意していること。 

（削る。） （３）利用施設事業については、特定の団体又はその構成員等の使用を目的と

するものでないこと。 

（削る。） （４）国定公園事業の執行が国定公園の保護又は利用に支障を及ぼすものでな

いこと。 

（３）申請者が、国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国

定公園事業の用に供するための権原を有していること。 

（５）申請者が、国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国

定公園事業の用に供するための権原を有していること。 

（４）申請事項について客観的な挙証資料が示されていること。 （６）申請事項について客観的な挙証資料が示されていること。 

（５）その他必要な事項が示されていること。 （７）その他必要な事項が示されていること。 

  

（執行認可の失効の届出書の様式） （執行認可の失効の届出書の様式） 

第27条 規則第９条で準用する規則第８条の届出書は、様式第11によるものと

する。 

第25条 規則第９条で準用する規則第８条の届出書は、様式第10によるものと

する。 

  

（執行認可の失効の報告） （執行認可の失効の報告） 

第28条 土木事務所の長は、国及び地方公共団体以外の者から前条の届出書が

提出された場合又は法第16条第４項で準用する法第14条第１項の規定により

法第16条第３項の認可の失効が確認された場合であって、国定公園事業者自

らが前条の届出書を提出することが事実上不可能な場合にあっては、第30条

第１項の各号への適合を調査した上で、原状回復等の必要性についての意見

を付して、その旨を様式第12により速やかに環境生活部長に報告するものと

する。 

第26条 土木事務所の長は、国及び地方公共団体以外の者から前条の届出書が

提出された場合又は法第16条第４項で準用する法第14条第１項の規定により

法第16条第３項の認可の失効が確認された場合であって、国定公園事業者自

らが前条の届出書を提出することが事実上不可能な場合にあっては、第28条

第１項の各号への適合を調査した上で、原状回復等の必要性についての意見

を付して、その旨を様式第11により速やかに環境生活部長に報告するものと

する。 

  

（国定公園事業認可の取消しの手続） （国定公園事業認可の取消しの手続） 

第29条 土木事務所の長は、法第16条第４項で準用する法第14条第３項の規定

により国定公園事業の執行認可を取消す必要があると認めた場合には、第30

条第１項の各号への適合について調査した上で、原状回復等の必要性につい

ての意見を付して、その旨を様式第13により速やかに環境生活部長に報告す

るものとする。 

第27条 土木事務所の長は、法第16条第４項で準用する法第14条第３項の規定

により国定公園事業の執行認可を取消す必要があると認めた場合には、第28

条第１項の各号への適合について調査した上で、原状回復等の必要性につい

ての意見を付して、その旨を様式第12により速やかに環境生活部長に報告す

るものとする。 



12/16  

新 旧 

２ 法第16条第４項で準用する法第14条第３項の規定により国定公園事業の執

行認可を取消す場合には、行政手続法第15条から第28条の規定により聴聞を

行うとともに、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理

由を記載するものとする。 

２ 法第16条第４項で準用する法第14条第３項の規定により国定公園事業の執

行認可を取消す場合には、行政手続法第15条から第28条の規定により聴聞を

行うとともに、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理

由を記載するものとする。 

  

（原状回復命令等に当たっての手続） （原状回復命令等に当たっての手続） 

第30条 法第16条第４項で準用する法第15条第１項の規定による原状回復等を

執るべき旨の命令は、次の各号に掲げる要件に適合する場合に行うものとす

る。 

第28条 法第16条第４項で準用する法第15条第１項の規定による原状回復等を

執るべき旨の命令は、次に掲げる要件に適合する場合に行うものとする。 

（１）当該公園施設が国定公園事業の執行によって生じた施設であること。 （１）当該公園施設が国定公園事業の執行のための施設であること。 

（２）当該公園施設に関する国定公園事業の執行認可を受けていた者以外の者

が、新たに法第16条第４項で準用する法第10条第２項の協議又は同条第３

項の認可を受けて、国定公園事業の用に供するものではないこと。 

（２）当該公園施設に関する国定公園事業の執行認可を受けていた者以外の者

が、新たに法第16条第４項で準用する法第10条第２項の協議又は同条第３

項の認可を受けて、国定公園事業の用に供するものではないこと。 

（３）当該公園施設が規則第11条各項に定める行為の許可の基準に合致しない

こと。 

（３）当該公園施設が規則第11条各項に定める行為の許可の基準に合致しない

こと。 

（４）当該国定公園施設に対して原状回復等の措置が執られないことが、風致、

景観又は風景の維持に著しい支障を与えるものであること。 

（新設） 

２ 法第16条第４項で準用する法第15条第１項の規定により原状回復等を命じ

るに当たっては、関係行政庁との連絡調整に努めるものとする。 

３ 法第16条第４項で準用する法第15条第１項の規定により原状回復等を命じ

るに当たっては、関係行政庁との連絡調整に努めるものとする。 

  

（不認可等に係る指令書等の交付の取扱い） （不認可等に係る指令書等の交付の取扱い） 

第31条 次の各号に掲げる処分に係る回答書又は指令書の交付に当たっては、

処分の内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知っ

た日を明確にするため、当該回答書又は指令書を名あて人に対し、捺印のあ

る受領書を受ける、又は配達証明扱いで郵送することにより交付するものと

する。 

第29条 次に掲げる処分に係る回答書又は指令書の交付に当たっては、処分の

内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知った日を

明確にするため、当該回答書又は指令書を名あて人に対し、捺印のある受領

書を受ける、又は配達証明扱いで郵送することにより交付するものとする。 

（１）法第16条第２項の規定による執行の協議への異議 （１）法第16条第２項の規定による執行の協議への異議 

（２）法第16条第３項の規定による執行の不認可 （２）法第16条第３項の規定による執行の不認可 

（３）法第16条第４項で準用する法第10条第６項の規定による公園施設等の変

更協議への異議又は不認可 

（３）法第16条第４項で準用する法第10条第６項の規定による公園施設等の変

更協議への異議又は不認可 

（４）法第16条第４項で準用する法第11条の規定による公園施設等の改善命令 （４）法第16条第４項で準用する法第11条の規定による公園施設等の改善命令 

（５）法第16条第４項で準用する法第12条第１項から第３項までの規定による

承継協議への異議又は不承認 

（５）法第16条第４項で準用する法第12条第１項又は第２項の規定による承継

協議への異議又は不承認 
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（６）法第16条第４項で準用する法第14条第３項の規定による執行認可の取消

し 

（６）法第16条第４項で準用する法第14条第３項の規定による執行認可の取消

し 

（７）法第16条第４項で準用する法第15条の規定による原状回復命令等 （７）法第16条第４項で準用する法第15条の規定による原状回復命令等 

  

（国の機関が執行する国定公園事業の取扱い） （国の機関が執行する国定公園事業の取扱い） 

第32条 国の機関が執行する国定公園事業については、法第16条第２項に規定

する地方公共団体の執行する国定公園事業に準じて取り扱うものとする。 

第30条 国の機関が執行する国定公園事業については、法第16条第２項に規定

する地方公共団体の執行する国定公園事業に準じて取り扱うものとする。 

  

（県の自然公園法を分掌する課以外が執行する国定公園事業の取扱い） （県の自然公園法を分掌する課以外が執行する国定公園事業の取扱い） 

第33条 県の自然公園法を分掌する課以外が執行する国定公園事業について

は、法第16条第１項により取り扱うものとする。この場合において、執行等

の手続は法第16条第２項を準用し、様式第１から第４まで、第７及び第９に

ついては、「千葉県知事」を「環境生活部長」に読み替えるものとする。 

第31条 県の自然公園法を分掌する課以外が執行する国定公園事業について

は、法第16条第１項により取り扱うものとする。この場合において、執行等

の手続きは法第16条第２項を準用し、様式第１、２、３、４、６、８につい

ては、「千葉県知事」を「環境生活部長」に読み替えるものとする。 

  

（書類の経由） （書類の経由） 

第34条 申請者等は、国定公園事業に関する書類のうち、法、令、規則及び本

要綱の規定により知事に提出する申請書等その他の書類は、正副各１部を、

公園事業所在地の所轄土木事務所の長に提出する。所轄土木事務所の長は、

正１部を添えて環境生活部長あて副申する。 

第32条 申請者等は、国定公園事業に関する書類のうち、法、令、規則及び本

要綱の規定により知事に提出する申請書等その他の書類は、正副各１部を、

公園事業所在地の所轄土木事務所の長に提出する。所轄土木事務所の長は、

正１部を添えて環境生活部長あて副申する。 

この場合において、公園事業所在地が二つの土木事務所の所轄区域にまた

がる事項については、その事項が主として関係する土地を所轄する土木事務

所の長を経由するものとする。 

この場合において、公園事業所在地が二つの土木事務所の所轄区域にまた

がる事項については、その事項が主として関係する土地を所轄する土木事務

所の長を経由するものとする。 

なお、県の自然公園法を分掌する課以外の執行する国定公園事業について

は、前条の規定により、関係書類１部を課の所属部長から環境生活部長に提

出するものとする。 

なお、県の自然公園法を分掌する課以外の執行する国定公園事業について

は、第31条の規定により、関係書類１部を課の所属部長から環境生活部長に

提出するものとする。 

  

（協議の標準処理期間について） （協議の標準処理期間について） 

第35条 次の各号に掲げる協議の標準処理期間については、地方自治法第250条

の３の規定により次のとおり定める。 

第33条 次の各号に掲げる協議の標準処理期間については、地方自治法第250条

の３の規定により次のとおり定める。 

ただし、協議書の内容の不備その他により指導を有する場合はこの限りで

はない。 

ただし、協議書の内容の不備その他により指導を有する場合はこの限りで

はない。 

（１）法第16条第２項の公園事業執行の協議 34日 （１）法第16条第２項の公園事業執行の協議 34日 

（２）法第16条第４項で準用する法第10条第６項の公園事業内容の変更協議 （２）法第16条第４項で準用する法第10条第６項の公園事業内容の変更協議 
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34日 34日 

（３）法第16条第４項で準用する法第12条第２項の法人の合併（分割）による

公園事業の承継協議 30日 

（３）法第16条第４項で準用する法第12条第１項の法人の合併（分割）による

公園事業の承継協議 30日 

  

（認可等の標準処理期間について） （認可等の標準処理期間について） 

第36条 次の各号に掲げる認可等の標準処理期間については、行政手続法第６

条の規定により次のとおり定める。 

第34条 次の各号に掲げる認可等の標準処理期間については、行政手続法第６

条の規定により次のとおり定める。 

ただし、申請書の内容の不備その他により指導を有する場合はこの限りで

はない。 

ただし、申請書の内容の不備その他により指導を有する場合はこの限りで

はない。 

（１）法第16条第３項の公園事業執行の認可 34日 （１）法第16条第３項の公園事業執行の認可 34日 

（２）法第16条第４項で準用する法第10条第６項の公園事業内容の変更認可 

34日 

（２）法第16条第４項で準用する法第10条第６項の公園事業内容の変更認可 

34日 

（３）法第16条第４項で準用する法第12条第１項から第３項までの譲渡等によ

る公園事業の承継承認 30日 

（３）法第16条第４項で準用する法第12条第１項及び第２項の法人の合併（分

割）等による公園事業の承継承認 30日 

  

（その他） （その他） 

第37条 この要綱に定めのない事項等については、国立公園事業執行等取扱要

領（令和４年４月１日付け環自国発第22040111号環境省自然環境局長通知）

及び「宿舎に関する国立公園事業に係る分譲型ホテル等の取扱いについて」

（令和４年４月１日付け環自国発第22040112号環境省自然環境局長通知）に

準じて取り扱うものとする。 

第35条 この要綱に定めのない事項等については、国立公園事業取扱要領（平

成17年10月１日付け環自国発第051001001号環境省自然環境局長通知、改正平

成23年11月30日付け環自国発第111130004号環境省自然環境局長通知）に準じ

て取り扱うものとする。 

  

附則 附則 

１ この取扱要綱は、平成12年４月１日から実施する。 １ この取扱要綱は、平成12年４月１日から実施する。 

附則 （平成12年７月17日 自第 248号） 附則 （平成12年７月17日 自第 248号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 １ この要綱は、公布の日から施行する。 

２ この要綱による改正後の様式第１の規定は、この要綱の施行の日以後にさ

れる自然公園法第15条第３項の規定による認可の申請について適用し、この

要綱の施行の日前にされたこれらの規定による認可の申請については、なお

従前の例による。 

２ この要綱による改正後の様式第１の規定は、この要綱の施行の日以後にさ

れる自然公園法第15条第３項の規定による認可の申請について適用し、この

要綱の施行の日前にされたこれらの規定による認可の申請については、なお

従前の例による。 

附則 （平成13年１月５日 自第 534号） 附則 （平成13年１月５日 自第 534号） 

（施行期日） （施行期日） 
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１ この要綱は、平成13年１月６日から施行する。 １ この要綱は、平成13年１月６日から施行する。 

２ この要綱による改正後の様式規定は、この要綱の施行の日以後にされる認

可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定に

よる認可等の申請については、なお従前の例による。 

２ この要綱による改正後の様式規定は、この要綱の施行の日以後にされる認

可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定に

よる認可等の申請については、なお従前の例による。 

附則 （平成15年３月31日 自第 714号） 附則 （平成15年３月31日 自第 714号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 １ この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の様式の規定は、この要綱の施行の日以後にされる

認可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定

による認可等の申請については、なお従前の例による。 

２ この要綱による改正後の様式の規定は、この要綱の施行の日以後にされる

認可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定

による認可等の申請については、なお従前の例による。 

附則 （平成23年３月28日 自第2501号） 附則 （平成23年３月28日 自第2501号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 １ この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の様式の規定は、この要綱の施行の日以後にされる

認可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定

による認可等の申請については、なお従前の例による。 

２ この要綱による改正後の様式の規定は、この要綱の施行の日以後にされる

認可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定

による認可等の申請については、なお従前の例による。 

（施行期日） （施行期日） 

１ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 １ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の様式の規定は、この要綱の施行の日以後にされる

認可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定

による認可等の申請については、なお従前の例による。 

２ この要綱による改正後の様式の規定は、この要綱の施行の日以後にされる

認可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定

による認可等の申請については、なお従前の例による。 

附則 （平成31年３月29日 自第2085号） 附則 （平成31年３月29日 自第2085号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この要綱は、平成31年７月１日から施行する。 １ この要綱は、平成31年７月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の様式の規定は、この要綱の施行の日以後にされる

認可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定

による認可等の申請については、なお従前の例による。 

２ この要綱による改正後の様式の規定は、この要綱の施行の日以後にされる

認可等の申請について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定

による認可等の申請については、なお従前の例による。 

附則 （令和７年 月 日 自第  号）  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和７年 月 日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にされる国定公園事業の執行

に係る手続について適用し、この要綱の施行の日前にされたこれらの規定に
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よる手続については、なお従前の例による。 
 


























































